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政
令
第

号

地
域
公
共
交
通
の
活
性
化
及
び
再
生
に
関
す
る
法
律
及
び
独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
法
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る
政
令

内
閣
は
、
地
域
公
共
交
通
の
活
性
化
及
び
再
生
に
関
す
る
法
律
及
び
独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構

法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運

輸
施
設
整
備
支
援
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
独
立

行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
四
十
四
条
第
一
項
た
だ
し
書
及
び
独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施

設
整
備
支
援
機
構
法
第
十
八
条
第
六
項
並
び
に
国
家
行
政
組
織
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
七
条
第
四
項
及
び

第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
二
百
九
十
三
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
中
「
第
十
二
条
第
一
項
第
五
号
」
を
「
第
十
三
条
第
一
項
第
五
号
」
に
改
め
る
。
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第
四
条
中
「
第
十
二
条
第
二
項
第
一
号
」
を
「
第
十
三
条
第
二
項
第
一
号
」
に
改
め
る
。

第
五
条
第
一
項
中
「
第
十
三
条
第
一
項
」
を
「
第
十
四
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
第
十
二
条
第
一
項
第
一

号
」
を
「
第
十
三
条
第
一
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
及
び
第
三
号
中
「
第
十
二
条
第
一
項
第
五
号
」
を
「
第
十
三

条
第
一
項
第
五
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十
三
条
第
一
項
」
を
「
第
十
四
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中

「
第
十
二
条
第
一
項
第
六
号
」
を
「
第
十
三
条
第
一
項
第
六
号
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
第
十
二
条
第
一
項
第
五
号
」

を
「
第
十
三
条
第
一
項
第
五
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
十
三
条
第
一
項
」
を
「
第
十
四
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
九
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
二
項
中
「
附
則
第
十
一
条
第
一
項
第
五
号
」
を
「
附
則
第
十
一
条
第
一
項
第
四
号
」
に
改

め
る
。

第
十
条
第
一
号
中
「
第
十
二
条
第
一
項
第
三
号
」
を
「
第
十
三
条
第
一
項
第
三
号
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
中
「
法
第
十
七
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
業
務
に
係
る
」
を
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
」
に
、
「
第
一
号
に
掲

げ
る
額
か
ら
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
減
じ
て
得
た
」
を
「
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
」
に
改
め
、
同
条
各
号
を
次
の
よ

う
に
改
め
る
。

一

法
第
十
七
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
業
務
に
係
る
勘
定

イ
に
掲
げ
る
額
か
ら
ロ
に
掲
げ
る
額
を
減
じ
て
得
た
額
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イ

当
該
事
業
年
度
に
お
け
る
通
則
法
第
四
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
残
余
の
額

ロ

当
該
事
業
年
度
に
お
け
る
政
府
か
ら
の
出
資
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
か
ら
当
該
事
業
年
度
の
前
事
業
年
度

ま
で
に
積
み
立
て
た
積
立
金
の
額
を
減
じ
て
得
た
額

二

法
第
十
七
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
業
務
に
係
る
勘
定

当
該
事
業
年
度
に
お
け
る
通
則
法
第
四
十
四
条
第
一
項

に
規
定
す
る
残
余
の
額
に
百
分
の
九
十
を
乗
じ
て
得
た
額

第
十
三
条
第
一
項
中
「
第
十
二
条
」
を
「
第
十
三
条
」
に
改
め
る
。

第
十
六
条
第
三
項
中
「
第
十
七
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
号
」
を
「
第
十
七
条
第
一
項
第
四
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同

条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

法
第
十
七
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
業
務
に
係
る
勘
定
に
お
け
る
国
庫
納
付
金
に
つ
い
て
は
、
財
政
投
融
資
特
別
会

計
の
投
資
勘
定
に
帰
属
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

附
則
第
四
条
第
一
項
第
二
号
ロ
及
び
第
二
項
第
一
号
並
び
に
第
八
条
中
「
附
則
第
十
一
条
第
一
項
第
五
号
」
を
「
附
則
第

十
一
条
第
一
項
第
四
号
」
に
改
め
る
。

附
則
第
九
条
第
一
項
中
「
附
則
第
十
一
条
第
一
項
第
五
号
」
を
「
附
則
第
十
一
条
第
一
項
第
四
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
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項
中
「
附
則
第
十
一
条
第
七
項
」
を
「
附
則
第
十
一
条
第
六
項
」
に
改
め
る
。

附
則
第
十
一
条
第
一
項
中
「
第
十
二
条
第
一
項
第
三
号
」
を
「
第
十
三
条
第
一
項
第
三
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「

附
則
第
十
一
条
第
一
項
第
五
号
」
を
「
附
則
第
十
一
条
第
一
項
第
四
号
」
に
改
め
る
。

附
則
第
十
二
条
中
「
第
十
二
条
第
一
項
第
六
号
」
を
「
第
十
三
条
第
一
項
第
六
号
」
に
改
め
る
。

（
補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
年
政
令
第
二
百
五
十
五
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
二
十
四
条
」
を
「
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
二
十
三
条

」
に
改
め
る
。

（
法
人
税
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

法
人
税
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
九
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
十
九
条
第
六
号
中
「
第
十
二
条
第
二
項
第
一
号
」
を
「
第
十
三
条
第
二
項
第
一
号
」
に
改
め
る
。

（
全
国
新
幹
線
鉄
道
整
備
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）
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第
四
条

全
国
新
幹
線
鉄
道
整
備
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
五
年
政
令
第
二
百
七
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
八
項
第
二
号
中
「
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
」
を
「
第
十
三
条
第
一
項
第
一
号
」
に
、
「
第
十
五
号
」
を
「
第
十

一
号
」
に
改
め
る
。

（
司
法
書
士
法
施
行
令
及
び
土
地
家
屋
調
査
士
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
五
条

次
に
掲
げ
る
政
令
の
規
定
中
「
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
」
を
「
第
十
三
条
第
一
項
第
一
号
」
に
改
め
、
「
第
十
一

号
並
び
に
」
を
削
る
。

一

司
法
書
士
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
三
年
政
令
第
三
百
七
十
九
号
）
第
四
条
第
十
一
号

二

土
地
家
屋
調
査
士
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
四
年
政
令
第
二
百
九
十
八
号
）
第
四
条
第
十
一
号

（
郵
政
民
営
化
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
六
条

郵
政
民
営
化
法
施
行
令
（
平
成
十
七
年
政
令
第
三
百
四
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
第
三
十
四
号
中
「
第
十
四
条
第
二
項
」
を
「
第
十
五
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

（
国
土
交
通
省
組
織
令
の
一
部
改
正
）

第
七
条

国
土
交
通
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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第
四
条
第
一
項
第
七
号
中
「
第
十
二
条
第
一
項
第
十
四
号
」
を
「
第
十
三
条
第
一
項
第
十
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

「
並
び
に
同
項
第
五
号
及
び
第
六
号
」
を
「
及
び
同
項
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
」
に
改
め
る
。

第
四
十
六
条
中
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
二
号
と
し
、
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

第
六
十
条
中
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
の
行
う
独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機

構
法
第
十
三
条
第
一
項
第
十
号
に
掲
げ
る
業
務
及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務
に
関
す
る
こ
と
。

第
百
二
十
六
条
第
三
号
中
「
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
」
を
「
第
十
三
条
第
一
項
第
一
号
」
に
改
め
る
。

第
百
四
十
一
条
第
五
号
中
「
第
十
二
条
第
一
項
第
七
号
」
を
「
第
十
三
条
第
一
項
第
七
号
」
に
改
め
る
。

第
百
四
十
七
条
第
四
号
中
「
第
十
二
条
第
一
項
第
九
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
」
を
「
第
十
三
条
第
一
項
第
九
号
」
に
改
め

る
。附

則
第
二
十
三
条
第
二
項
第
一
号
中
「
第
五
号
」
を
「
第
四
号
」
に
改
め
る
。

附
則
第
二
十
六
条
を
削
る
。

附
則
第
二
十
五
条
の
三
中
「
附
則
第
十
一
条
第
一
項
第
四
号
」
を
「
附
則
第
十
一
条
第
一
項
第
三
号
」
に
改
め
、
同
条
を



- 7 -

附
則
第
二
十
六
条
と
す
る
。

附
則
第
二
十
七
条
中
「
附
則
第
十
条
第
一
項
」
を
「
附
則
第
九
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

（
交
通
政
策
審
議
会
令
の
一
部
改
正
）

第
八
条

交
通
政
策
審
議
会
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
三
百
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
条
を
削
り
、
附
則
第
一
条
の
見
出
し
及
び
条
名
を
削
る
。

（
運
輸
審
議
会
令
の
一
部
改
正
）

第
九
条

運
輸
審
議
会
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
三
百
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
項
中
「
附
則
第
九
条
第
一
項
」
を
「
附
則
第
八
条
第
一
項
」
に
、
「
第
三
条
及
び
第
五
条
」
を
「
第
五
条
及
び

第
七
条
」
に
、
「
附
則
第
九
条
第
二
項
」
を
「
附
則
第
八
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
地
域
公
共
交
通
の
活
性
化
及
び
再
生
に
関
す
る
法
律
及
び
独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援

機
構
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
七
年
八
月
二
十
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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理

由

地
域
公
共
交
通
の
活
性
化
及
び
再
生
に
関
す
る
法
律
及
び
独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
法
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
い
、
独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
が
行
う
出
資
等
の
業
務
に
係
る
勘

定
に
お
け
る
国
庫
納
付
金
の
帰
属
す
る
会
計
を
定
め
る
等
独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
法
施
行
令
そ

の
他
の
関
係
政
令
の
規
定
の
整
備
を
行
う
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。


